
  

       柏市監査委員条例  

                             昭和 61年  3月 31日  

                             条 例 第 １ 号                   

                     改正  議決年月日  交付年月日  施行年月日  条例番号 

                         5.12.20   5.12.22   6. 1. 1   ２７ 

 

（趣旨）  

第１条  この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

 ２００条第２項及び第２０２条の規定により，監査委員に関し必要な事項を定めるも

 のとする。  

（議員のうちから選任する監査委員の数）  

第２条  法第１９６条第１項に規定する議員のうちから選任する監査委員の数は，２人

 とする。  

（常勤の監査委員の数）  

第２条の２  法第１９６条第５項の規定により，識見を有する者のうちから選任される

 監査委員のうち１人を常勤とする。  

   〔平5条例27･追加〕 

（事務局の設置）  

第３条  監査委員に事務局を置く。  

（事務局の職員の定数）  

第４条  監査委員の事務局の職員の定数は，柏市職員定数条例（昭和２９年柏市条例第

 ４号）の定めるところによる。  

（委任）  

第５条  この条例に定めるもののほか，監査委員に関し必要な事項は，監査委員の協議

 によって定める。  

   〔平5条例27･一部改正〕 

 

   附則  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

 （柏市監査委員条例の廃止）  

２  柏市監査委員条例（昭和４８年柏市条例第４１号）は，廃止する。  

   附則（平成５年条例第２７号）  

 この条例は，平成６年１月１日から施行する。  
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